
令和８年度 夏休み期間 記入例 
 

学 童 ク ラ ブ 入 会 申 込 書（ 夏休み期間 ） 

 

令和 ８ 年 ○ 月 ▽ 日 

五 泉 市 長  様 

＜保護者＞住  所  五泉市太田１０９４－１ 

氏  名  五泉 太郎              

電話番号  ○○－○○○○        

学童クラブに入会したいので下記のとおり申し込みします。 

●入会児童 

フ リ ガ ナ  ゴセン  タイチ 性 別 
学 童 
クラブ名 

              
       

△△△ 学童クラブ 児 童 氏 名 五泉 太一    ○男・女 

生 年 月 日 １年 ７月 ７日生  ( ６ 歳) 学校名 
 五泉 小学校 １年 １組 

☑通常学級 □支援学級 

希望保育時間 

夏休み期間
の平日 

 ８ 時 ００ 分  から １７ 時 ４５ 分まで 

土曜日 
☑希望する〔 毎週・隔週 〕 

□希望しない   
８ 時００分 から１７ 時 ００分まで 

お盆期間 
（南っ子） 

□13日 □14日  
☑希望しない 

   時  分 から   時   分まで 

希望入会期間  令和 ８ 年 ７ 月 ２４ 日 から  令和 ８ 年 ８ 月 ２７ 日 まで 

●入会の理由（具体的に記入） 

例：家族全員が就労しており、こどもを見ることができないため 等  々

●家族の状況 

氏
フリ

   名
ガナ

 続柄 生 年 月 日 勤 務 先 等 勤務先等電話番号 

五泉
ゴ セ ン

 太郎
タ ロ ウ

 
父 昭和 57 年 10月 10日 株式会社 ○○ ○○ - ○○○○ 

      花子
ハ ナ コ

 
母 昭和 58 年  8月  8日 ○○商会 ○○ - ○○○○ 

      ぼたん 
姉 平成 29 年  6月  6日 五泉小学校 ３年  

      太一
タ イ チ

 
本人 令和  1 年  7月  7日 五泉小学校 １年 

 

      さくら 
妹 令和  6 年  2月  2日 きらきらこども園  

      エミ 
祖母 昭和 32 年  8月 11日 ○○食品 ○○ - ○○○○ 

緊急時連絡先 
【必ずご記入下さい】 

① 連絡先名 五泉 花子  (母)  電話 ○○○ - ○○○○ - ○○○○ 

② 連絡先名 ○○商会（母職場） 電話 ○○ - ○○○○        

家庭状況の把握のため、私及び私の世帯の税情報・福祉（生活保護・在宅障がい者状況）データ等を閲覧 
（確認）することを承諾します。 
＜保護者名＞      父     五泉 太郎     母     五泉 花子    

※裏面の記入もお願いします。 

申込時点の学年です。 

児童については学校名

及び令和８年度の学年

を記入してください。 

原則、夏休み期間の入会となります。 

同居している方 全員 記入してください。 

勤務先及び学校名は、

申込日現在を記入してく

ださい 

※申込時点 

押印不要です。 

平成 

令和 

フリガナを記入

してください。 



●学童保育所利用料等が未納となった場合、児童手当での納付に同意される方は下記を記入してください。 

  

 

【児童手当に係る学童保育所利用料の徴収に関する申出書】 

 

私は、児童手当法第21条    の規定に基づき、市町村長から支給を受ける児童手当等（児童手当及び特

例給付をいいます。以下同様です。）の額から、以下の費用につき、該当児童手当等の支払期日をもって支払

いに充てる旨を申し出ます。 

なお、申出の撤回又は申出内容の変更を行わない限りにおいて、本申出に基づき、児童手当等から各費用の

支払いに充てるものとします。 

 

□ 上記の費用について、該当児童分の児童手当で不足が生じる場合、兄弟姉妹の児童手当より充当するこ

とについて同意いたします。 

※兄弟姉妹分の児童手当を充当する場合は、☑チェックしてください。  

 

 

氏  名    五泉 太郎      

児童氏名    五泉 太一      

 

 

 

※市 処理欄 ( 記入しないでください ) 

証明書類 名簿 兄弟入会 納付データ 口座登録 備考欄 

      

 

押印不要です。 

第１項 
第２項 

【補足】 

五泉市では学校休業期間に学童クラブを利用された場合、納付書にて学童保育料を 

納めていただいております。 

しかし、窓口が五泉市役所、村松支所、各金融機関（ゆうちょ銀行を除く）と限られており、 

いずれも営業時間内での支払いが難しいと思われます。 

そこで未納が発生した際に、２ヵ月に一度給付される児童手当より未納分を充当いただく方法を 

R8年度より導入いたしました。 

未納の状態が続くと学童クラブの利用を制限させていただくことがありますので、 

任意ではありますが未納の際に児童手当からの充当をご希望される方は記入をお願いいたします。 

 

※あくまで未納が生じた際に充当するので、学校休業期間の学童保育料の納付は 

従来と変わらず納付書、もしくは口座の登録がある方は口座からの振替となります。 


